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議案第９号    養父市附属機関の設置等に関する条例の制定について 

養父市附属機関の設置等に関する条例を次のように定める。 

平成30年２月26日提出 

養父市長  広 瀬   栄 

 

養父市条例第 号 

   養父市附属機関の設置等に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の

規定に基づき、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、執行機関の附属機

関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。 
（設置） 

第２条 市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）に附属機関を置き、

その名称及び担任する事務は、別表のとおりとする。 

２ 前項の附属機関のほか、市長等は、その定めるところにより、設置期間が

１年以内の附属機関を置くことができる。 

３ 市長等は、前項の規定により附属機関を設置したときは、その旨を議会に

報告しなければならない。 

（委員等） 

第３条 附属機関を組織する委員その他の構成員（以下「委員等」という。）

は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関が担任する事務に応じて市

長等が適当と認める者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。 

（臨時委員等及び専門委員等） 

第４条 附属機関に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると

きは、臨時委員等若干人を、専門の事項を調査させるため必要があるときは

専門委員等若干人を置くことができる。 

２ 臨時委員等及び専門委員等は、学識経験のある者その他市長等が適当と認

める者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。 

３ 臨時委員等は、特別の事項に関する調査又は審議が終了したときに、専門
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委員等は、専門の事項に関する調査が終了したときにそれぞれ解嘱され、又

は解任されるものとする。 

（部会） 

第５条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるた

め必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 

２ 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決

議とすることができる。 

（秘密を守る義務） 

第６条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も、同様とする。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、附属機関に関し必要な事項は、市長等

が定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 （委員等の任期の特例） 

２ この条例の施行の際、現に別表に掲げる附属機関に相当する合議体（以下

「従前の合議体」という。）の委員等である者は、この条例の施行日に附属

機関の委員等として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、

当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、従前の合議体の

委員等としての任期の残任期間とする。 

 

別表（第２条関係） 

１ 市長の附属機関 

名称 担任する事務 

まち・ひと・しごと・ふるさ

と養父市創生総合戦略検証委

員会 

まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略で設定し

た数値目標及び具体的な施策並びに重要業績評価指標

（KPI）を基に実施した事業効果に関する事項の検証につい
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て、市長の諮問に応じ、審議すること。 

養父市消防団組織検討委員会 養父市消防団の設置等に関する条例（平成16年養父市条例第

273号）に基づき設置する養父市消防団の組織について、地

域の火災に対応する消防力や災害時等における活動に必要な

消防力に関する事項及び地域に密着した組織として、地域住

民の安全確保のために必要な消防団組織・装備等のあり方に

関する事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議する

こと。 

養父市立みふね会館運営委員

会 

養父市立みふね会館設置及び管理条例（平成16年養父市条例

第103号）に基づき設置する養父市立みふね会館の運営及び

事業に関する事項について、市長の諮問に応じ、審議するこ

と。 

養父市人権教育及び人権啓発

推進計画策定委員会 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成12年法律第

147号）第５条の規定に基づき策定する人権教育及び人権啓

発推進計画に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査

及び審議すること。 

養父市男女共同参画プラン策

定委員会 

男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）第９条の規

定に基づき策定する男女共同参画プラン策定に関する事項に

ついて、市長の諮問に応じ、審議すること。 

養父市地域公共交通会議 道路運送法（昭和26年法律第183号）第９条第４項の規定に

基づく地域の生活交通の確保に関する事項及び地域の実情に

応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事

項並びに市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価

に関する事項その他必要と認める事項について、市長の諮問

に応じ、調査及び審議すること。 

養父市協働事業審査会 養父市提案型市民協働事業に基づき、市民活動団体から提案

のあった協働事業の選定に関する事項及び協働事業の事業評

価に関する事項について、市長の諮問に応じ、審査及び審議

すること。 



 

- 4 - 

養父市文化会館（仮称）整備

事業ＣＭ委員会 

養父市文化会館（仮称）の整備に関する事項及びＣＭ方式に

関する事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議する

こと。 

養父市地域福祉計画策定委員

会 

社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条の規定に基づく

養父市地域福祉計画の策定又は改定に関する事項その他地域

福祉の推進に関して必要な事項について、市長の諮問に応

じ、調査及び審議すること。 

養父市障がい者計画、障がい

福祉計画及び障がい児福祉計

画策定委員会 

障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第３項の規定に

基づく障がい者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第88条第

１項の規定に基づく障がい福祉計画及び児童福祉法（昭和22

年法律第164号）第33条の20第１項の規定に基づく障がい児

福祉計画の策定に関する事項その他障がい福祉施策に関して

必要な事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議する

こと。 

養父市配偶者等からの暴力

（ＤＶ）対策基本計画策定委

員会 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成13年法律第31号）第２条の３第３項の規定に基づく配

偶者等からの暴力（ＤＶ）対策基本計画の策定に関する事項

その他配偶者等からの暴力対策に関して必要な事項につい

て、市長の諮問に応じ、調査及び審議すること。 

養父市介護保険運営協議会 介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第38条の規定に

基づく介護保険料に関すること及び介護保険法（平成９年法

律第123号）第117条の規定に基づく介護保険事業計画の改定

に関する事項並びに提供サービスの状況に関する事項、事業

間の連携等に関する事項及び住民及び利用者のサービスに対

する意見等に関する事項その他必要な事項について、市長の

諮問に応じ、調査及び審議すること。 

養父市農業委員審査委員会 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和26年農林省令第23

号）第５条第２項の規定に基づく農業委員の推薦・募集に応
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じた者の評価に関する事項について、市長の諮問に応じ、審

査及び審議すること。 

養父市商工観光イベント審議

会 

イベント事業の補助金交付に関し、補助方針の検討に関する

事項及び申請のあった事業に関する事項について、市長の諮

問に応じ、審査及び審議すること。 

養父市地域ブランド推進協議

会 

地域ブランドにおける、認定制度の策定、開発支援及び助

言、販売促進及びプロモーション、メディア戦略並びにネー

ミング及びマーク等の作成及び活用その他必要な事項につい

て、市長の諮問に応じ、審査及び審議すること。 

養父市水道施設整備事業評価

委員会 

水道施設整備に係る国庫補助事業に対し、市が実施する事前

評価及び再評価の内容とそれに基づく対応方針について、市

長の諮問に応じ、調査及び審議すること。 

２ 教育委員会の附属機関 

名称 担任する事務 

養父市教育委員会外部評価

委員会 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第

162号）第26条の規定に基づく教育委員会の権限に属する教

育委員会に関する事項、教育施策に関する事項及び教育施設

に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ、検証及び

評価すること。 

養父市教育振興基本計画策

定委員会 

教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第２項の規定に

基づく教育の振興のための施策に関する基本的な計画の策

定に関する事項その他計画策定のために必要な事項につい

て、教育委員会の諮問に応じ、調査及び審議すること。 

養父市立学校整備計画策定

委員会 

市立学校の適正規模及び適正配置に関する事項及び市立学

校の施設整備計画の策定に関する事項その他必要と認める

事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査及び審議する

こと。 

３ 選挙管理委員会の附属機関 

名称 担任する事務 
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養父市投票区再編検討委員会 養父市公職選挙法等執行規程（平成16年選挙管理委員会告示

第３号）第３条の規定により定めた公職選挙における投票区

の適正規模及び設置に関する事項並びに投票区の見直し計画

に関する事項その他必要と認める事項について、選挙管理委

員会の諮問に応じ、調査及び審議すること。 

 

 



 

 

 


